
平成２８年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 27 府 省 庁 名 厚生労働省  

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
子育て支援に要する費用にかかる税制措置の創設                （内閣府と共同要望） 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

仕事と家庭を両立し、女性の活躍を促進する等の観点から、ベビーシッター等の子育て支援に要する費用の

一部について、税制上の所要の措置を講ずる。 

 

 

・特例措置の内容 

特定支出控除の対象にベビーシッター等の子育て支援に要する費用を追加する。 

 

 

 

関係条文 

所得税法第 57条の２、地方税法第 313条第２項 

 

 

減収 

見込額 

［初年度］  －   （  －   ）  ［平年度］   －   （  －   ） 

［改正増減収額］  －                            （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 

○ 認可外保育施設やベビーシッター等に要する費用の一部について、税制上の所要の措置を講ずることに

より、希望する保育サービス等を利用できない子育て家庭の負担を軽減し、もって、若い世代が安心して

結婚し子どもを産み育てやすい環境や女性が働きやすい環境の整備を目指す。 

 

（２）施策の必要性 

 

○ 我が国の少子化の状況は、社会経済の根幹を揺るがす危機的状況にあるとの認識の下、本年３月に閣議

決定された「少子化社会対策大綱」では、今後５年間を「集中取組期間」と位置づけ、政策を集中投入す

ることとされている。 

  このなかで、子育て支援施策の一層の充実が「重点課題」の筆頭に掲げられている。 

 

○ また、安倍内閣では「女性が輝く社会」の実現を重要課題としており、今般、女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律が成立したところ。 

今後とも、女性の就業者数は増加を続けることが見込まれ、保育サービス等の確保がこうした取組推進

の前提となっている。 

 

○ このため、本年４月に施行された子ども・子育て支援新制度の実施やこれに先立つ「待機児童解消加速

化プラン」の推進により、保育サービス等の「量の拡充」を計画的に図り、女性の活躍促進に取り組んで

いるところである。 

一方、労働者の働き方や子育てをとりまく環境が多様化する中、また、地域によって利用できる子育て

に係るサービスに差異がある中、大都市部を中心に、子ども・子育て支援新制度による保育等の公的サー

ビスによる対応に加え、認可外保育施設や保育所での保育時間外のベビーシッター等の柔軟な子どもの預

かりサービス利用を必要とする子育て家庭が存在。 

 

○ このような認可外保育施設やベビーシッター等に要する費用の一部については、子育て家庭が就労する



ことに伴い必要となる経費であり、税制上の所要の措置を講ずることにより、子育て家庭の負担を軽減す

る必要がある。 

 
（参考） 
 
「平成27年度与党税制改正大綱」（平成26年12月30日）（抄） 
第一 平成27年度税制改正の基本的考え方 
  Ⅱ 地方創生・国家戦略特区 
   ３ 少子高齢化の進展・人口減少への対応 
（3） 少子化への対応、働き方の選択に対する中立性の確保等の観点からの個人所得課税の見直し 

わが国においては、少子高齢化の進展・人口減少、働き方の多様化や所得格差の拡大等の社会・経済の構造変
化が著しい。若い世代が結婚し子どもを産み育てやすい環境や女性が働きやすい環境を整備することが極めて重
要な課題となっており、税制のみならず関連する諸制度を総合的に検討すべきである。その際、社会の基本は「自
助」にあることを踏まえ、家族の助け合いの役割も正しく評価する必要がある。これらを踏まえ、個人所得課税
について、効果的・効率的に子育てを支援する観点、働き方の選択に対して中立的な税制を構築する観点を含め、
社会・経済の構造変化に対応するための各種控除や税率構造の一体的な見直しを丁寧に検討する。 

 
「「日本再興戦略」改定 2015」（平成27年６月30日閣議決定）（抄） 
（女性が働きやすい制度等への見直し） 
⑬女性が働きやすい制度等への見直し 
女性の活躍の更なる促進に向け、税制、社会保障制度、配偶者手当等の在り方については、世帯所得がなだらか
に上昇する、就労に対応した保障が受けられるなど、女性が働きやすい制度となるように具体化・検討を進める。
（略） 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

担当者等

(連絡先) 

雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室 

担当室長 竹林 悟史     

担当補佐 野中 祥子（内線 7880） 

担当者  岡﨑 優理、青木 仁（内線 7944） 

 

雇用均等・児童家庭局保育課 

担当課長 朝川 知昭 

担当補佐 橋本 圭司（内線 7924） 

担当者  米澤 祐介、佐藤 雅明、藤原 健史（内線 7918） 

 

代表☎ 03－5253－1111 

直通☎ 03－3595－2493 

FAX  03－3595－2313 

担当者メールアドレス   nonaka-sachiko@mhlw.go.jp 

okazaki-yuri@mhlw.go.jpaoki-hitoshi@mhlw.go.jp 

hashimoto-keiji@mhlw.go.jp 

yonezawa-yuusuke@mhlw.go.jp 

satou-masaaki@mhlw.go.jp 

fujiwara-kenji01@mhlw.go.jp 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

基本目標Ⅵ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを生み育てることなどを可能にする

社会づくりを推進すること 

 

施策大目標Ⅵ－１ 男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、仕事と家庭の両立支援、パー

トタイム労働者と正社員間の均等・均衡待遇等を推進すること 

 

施策大目標Ⅵ－２ 利用者のニーズに対応した多様な保育サービスなどの子育て支援事業を提

供し、子どもの健全な育ちを支援する社会を実現すること。 

政策の 

達成目標 

－ 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

－ 

同上の期間中

の達成目標 

－ 

政策目標の 

達成状況 

－ 

 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

－ 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

－ 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

国税においても同様の要望を行っている。 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

－ 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

－ 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

－ 

 

 

 

これまでの要望経緯 

新規要望 
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